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すべてのアスベスト被害救済への
大きな一歩

建設アスベスト訴訟について最高裁判所

（第一小法廷・深山卓也裁判長）は、５月

17 日午後３時、初めての判決を言い渡し

た。

判決は被告である国と建材メーカーの賠

償責任を認める画期的判決となった。

しかしながら「屋外労働者に対する賠償

責任を認めない」という点は、明確に糾弾

されるべきである。

今回の最高裁判決の対象は、横浜、東京、

京都、大阪の各地裁に提訴された各第一陣

訴訟であったが、現在進行中の他の訴訟の

行方を決する判決となる。

害者など石綿被害救済制度については多く

の問題がある。

今回の判決が、そうした問題解決の一里

塚になるかどうかは今後の闘いにかかって

いる。

国と建材メーカーの責任が一定の範囲で

認められたが、建設被害者の救済制度作り

も緒についたばかりだ。

建設アスベスト訴訟大阪訴訟原告団共同

代表の郡家滝雄氏は「このたびは最高裁で

完全勝利判決をえることができ原告団一同

たいへんよろこんでおります。これもひと

えにみなさまのご支援の賜物です。しかし、

救済されなかった原告がおられ、救済する

ための仕事がまだ残っています。これから

も頑張ってまいります。」とコメントを寄

せて下さった。

建設アスベスト訴訟最高裁判決
建材メーカーの責任確定

建設アスベスト訴訟の現在の規模

は原告数で 1200 人余りといわれてい

る。また、提訴を準備中の被害者、今

後発生するだろう被害者を含めるとど

の程度の建設関係被害者が出るのかは

まったくの未知数。さらに、アスベス

ト被害の半数以上を占めるとされる建

設アスベスト被害の救済の道筋が一定

つくとはいえ、その周辺被害を含めて

労災補償を受けられず、石綿救済法に

よる低水準の救済給付に止まっている

被害者、制度的救済を受けていない被



3関西労災職業病 2021.5 no.521

建設アスベスト訴訟

 声　明 

2021( 令和 3) 年 5 月 17 日 

首都圏建設アスベスト神奈川訴訟原告団・弁護団 

首都圏建設アスベスト東京訴訟原告団・弁護団 

関西建設アスベスト京都訴訟原告団・弁護団 

関西建設アスベスト大阪訴訟原告団・弁護団 

首都圏建設アスベスト統一本部 

関西建設アスベスト統一本部 

建設アスベスト訴訟全国連絡会 

１最高裁判所第一小法廷（深山卓也裁判長）は、

本日、首都圏建設アスベスト神奈川第１陣訴訟

（以下「神奈川 1 陣訴訟」という。）、首都圏建

設アスベスト東京第１陣訴訟（以下「東京 1 陣

訴訟」という。）、関西建設アスベスト京都第１

陣訴訟（以下「京都 1 陣訴訟」という。）及び

関西建設アスベスト大阪第１陣訴訟（以下「大

阪 1 陣訴訟」という。）について、一審被告国

及び一審被告建材メーカーらの責任を認める判

決を言い渡した。 

最高裁判所第一小法廷は、すでに東京１陣

訴訟、京都１陣訴訟及び大阪１陣訴訟において、

一審被告国の上告受理申立てを不受理としてお

り、労働者のみならず一人親方及び中小事業主

（以下「一人親方等」という。）に対する国の責

任を認めた原判決は確定していた。 

また、同第一小法廷は、京都 1 陣訴訟及び

大阪 1 陣訴訟において、原審で責任が認めら

れた一審被告建材メーカーらの上告受理申立て

を不受理としており、主要曝露建材について高

いシェアを有する建材メーカーらの共同不法行

為責任を認めた原判決が確定していた。 

今回の最高裁判決は、これらを前提として、

国の責任期間や違法事由、一人親方等に対する

国の責任を認める法理等を明らかにするととも

に、建材メーカーらの責任期間や注意義務の内

容、共同不法行為責任を認める法理等を明らか

にした。 

２ 国の責任について 

最高裁判所第一小法廷は、国は、1975( 昭

和 50) 年 10 月 1 日（改正特化則施行日）以降

2004( 平成 16) 年 9 月 30 日（改正安衛令施行

日前日）までの間、事業主に対し、屋内作業者

が石綿粉じん作業に従事するに際し防じんマス

クを着用させる義務を罰則をもって課すととも

に、これを実効あらしめるため、建材への適切

な警告表示（現場掲示を含む。）を義務付ける

べきであったにもかかわらず、これを怠ったこ

とは著しく不合理であり、国賠法 1 条 1 項の

適用上違法であると判示し、神奈川第 1 陣訴

訟について国の上告を棄却して国の責任を確定

させ、神奈川 1 陣訴訟について被災者 20 名に

対する国の賠償責任を確定させた。 

また、労働者でなくとも屋内建設現場にお

いても、石綿粉じん作業に従事して石綿粉じん

に曝露した者との関係においても国賠法１条１

項の適用上違法になるとし、一人親方等（解体

作業に従事する者を含む）に対する国の責任を

認め、神奈川 1 陣訴訟及び大阪 1 陣訴訟につ

いて、原判決を一部破棄して審理をやり直すべ

く原審に差し戻した。 

本判決は、建設アスベスト訴訟に関する初

の最高裁判決であり、労働者だけでなく一人親

方等に対する国の責任を認めた点において画期

的な意義を有するものと高く評価できる。 
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しかし、屋外作業者に対する国の責任を否

定したことや責任期間で救済に線引きしたこと

等は極めて不当であり、強く抗議する。 

３ 建材メーカーらの責任について 

最高裁判所第一小法廷は、建材メーカーら

は、配管工等の後続作業者も含めて警告義務が

あり、これに違反したとして注意義務違反を認

めた。また、建設アスベスト被害者に対する民

法 719 条 1 項後段の類推適用による共同不法

行為責任を認め、神奈川 1 陣訴訟の大工の被

災者 24 名につき自判して増額し、また中皮腫

の被災者 4 名につきメーカーらの上告を棄却し

た上、建材メーカーらの責任を確定させた。さ

らに、神奈川 1 陣訴訟のその余の職種及び東

京１陣訴訟について原判決を一部破棄して審理

をやり直すべく原審に差し戻した。 

最高裁が建材メーカーらの共同不法行為責

任を認めたことは、被害者が建材メーカーの行

為と損害の間の因果関係の立証が困難である本

件の特質を正しく受け止めたものとして高く評

価することができる。 

しかし、京都１陣訴訟及び大阪１陣訴訟に

ついて、原判決が屋外作業者に対する建材メー

カーの責任を認めた結論を覆し、クボタ、ケイ

ミュー及び積水化学工業の責任を否定したこと

は極めて不当であり、この判断には強く抗議す

るものである。 

４ 国は建設アスベスト被害者に謝罪し、全ての

建設アスベスト訴訟を早期に解決するととも

に、建設アスベスト被害者補償基金を創設せよ 

2008( 平成 20) 年 5 月 16 日に建設アスベス

ト訴訟が東京地裁に提訴されてからすでに 13

年が経過した。この間、全国各地で建設アスベ

スト集団訴訟が提起され、原告の総数は、今回

最高裁判決を受けた４事件を含め、被災者単位

で 900 名を超えているが、そのうち７割を超

える者が亡くなっており、生存被災者は３割に

も満たない。もはやこれ以上の解決の引き延ば

しは許されない。 

2020( 令和 2) 年 12 月 14 日、東京 1 陣訴訟

における最高裁判所第一小法廷の上告受理決定

により国の法的責任が確定し、同年 12 月 23 日、

田村憲久厚生労働大臣は、原告代表者を大臣室

に招いて謝罪するとともに被災者救済のための

協議の場を設けるとの考えを示した。 

国は本最高裁判決を真摯に受け止め、全国

の建設アスベスト訴訟を速やかに和解によって

解決すべきである。 

また、建材メーカーらも徒に訴訟を引き延

ばすことなく、早期解決のため、和解のテーブ

ルに着くべきである。 

さらに、アスベスト関連疾患による労災認

定者はこれまでに約１万 8000 人に上り、建設

業がその半数を占め、石綿救済法で認定された

被害者の中にも相当数の建築作業従事者が含ま

れている。また建設アスベスト被害者が今後も

毎年 500 ～ 600 人ずつ発生することが予測さ

れている。そこで、これらの被害者が裁判など

しなくとも早期に救済されるよう、「建設アス

ベスト被害者補償基金」を創設することが喫緊

の課題となっている。現在、与党建設アスベス

ト対策ＰＴにおいて協議が進められているが、

国及び建材メーカーは、与党ＰＴと連携し、基

金創設に向け最大限の努力をすべきである。 

以上。

建設アスベスト訴訟
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オルト－トルイジンによる職業性膀胱が
んが多発した三星化学工業福井工場に被災

労働者４名が、会社を相手取り総額 3360

万円の損害賠償を求め 2018 年 2月 28 日

に提訴して闘ってきた裁判で、福井地裁（武

宮英子裁判長）は５月 11日、会社に対し

て総額 1155 万円の支払いを命じる原告勝

訴の判決を言い渡した。

判決は、「2001 年当時、会社が入手し

た SDS（安全データシート）によりオルト

－トルイジンの発がん性を認識していた」

と認定、裁判過程で会社が「（オルト－ト

ルイジンによる健康障害について）具体的

に認識できる状況ではなかった」などとし

て、疾病発生についての損害賠償責任はな

いと主張したことに対して、「被告（会社）

は、安全配慮義務の前提となる予見可能性

について、具体的な疾患及び同疾患発症の

具体的因果関係に対する認識が必要である

として、本件において予見可能性があった

というためには本件薬品の皮膚吸収による

発がんの可能性の認識が必要であったので

あり、被告にはこれがなかった旨主張して

いるが、生命・健康という被害法益の重大

性に鑑み、化学物質による健康被害が発症

し得る環境下において従業員を稼働させる

使用者の予見可能性としては、安全性に疑

念を抱かせる程度の抽象的な危惧であれば

足り、必ずしも生命・健康に対する障害の

性質、程度や発症頻度まで具体的に認識す

る必要はないと解される。被告の同主張は

採用できない。」と判示した。

さらに判決は、安全配慮義務についての

こうした基本認識を前提として、会社の予

見可能性について、2001 年当時までに会

社が入手した SDS に経皮的ばく露による

健康障害についての記載があったこと、福

井工場長が SDS に目を通し発がん性も認

識していたことなどから「被告には遅くと

も 2001 年当時、安全性に疑念を抱かせる

程度の抽象的な危惧（予見可能性）を有し

ていたものと認めるのが相当」とした。

そして判決は、このように予見可能性が

あった以上、従業員がオルト－トルイジン

を含む薬品に経皮的にばく露しないよう

に、「不透性作業服等の着用や身体に薬品

が付着した場合の措置についての周知を徹

底し、これを従業員に遵守させるべき義務

三星化学工業職業性膀胱がん多
発損害賠償裁判で原告勝訴判決
～化学会社の安全配慮義務を厳しく認定～

福井地裁
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三星化学膀胱がん裁判

があったというべき」だとした上で、会社

がこうした措置をとっていなかったことか

ら、会社の結果回避義務違反を認定した。

裁判において原告側が、詳細に現場にお

けるばく露状況を立証してきたことが今回

の勝訴判決をかちとる決め手となったこと

はいうまでもない。

三星化学工業福井工場における膀胱がん

多発に至るまで、現場における労働者の訴

えはことごとく会社によって無視されてき

た。もし、早く対策をとっていればこの事

件は最小限に食い止められていた。

被災した方々は化学一般関西地本に加盟

して労働組合を結成し、団体交渉を通じて

問題の解決を図ろうと奮闘したが、会社は

まったく不誠実な対応に終始し、提訴のや

むなきに至ったのが今回の裁判であった。

判決後の記者会見において原告の田中康

博氏（三星化学工業支部）らから「日本の

化学会社でもうこれ以上職業的膀胱がんを

発生させないのだという気持ちで闘ってき

た。その意味で、一つの警鐘、礎となる判

決を頂いたのではないかと思う」「事件発

覚後も未だに一度も謝罪会見をしていな

い。判決を会社が真摯に受け止め、控訴せ

ず、謝罪会見を開いてもらいたい」との発

言があった。

団体交渉には必ず会社代理人弁護士が参

加しほとんど弁護士が対応しているという

状況が続いている。今回の原告勝訴判決に

対して会社が控訴するかどうかは現時点で

は不明であるが、いずれにしても、さらに

会社を追及する職場支部、化学一般関西地

本はじめとする関係労働組合、支援する会

の闘いは続くことになるとみられる。

新たな職業病、職業がんが後を絶たない

現状において、三星化学工業における膀胱

がん多発に対する闘い、裁判は大きな意義

を有していることは論をまたない。

＊その後、被告側は控訴せず、５月 26日、

本判決が確定した。

三星化学工業労災事件（損害賠償事件）、福井地裁判決にかかる声明

１．福井地方裁判所（裁判長武宮英子、裁判官松井雅典、裁判官浅井翼）は、本年５月 11 日、

三星化学工業労災事件（損害賠償請求事件）について、原告らの請求を認め、三星化学工

業株式会社に対し、損害賠償を命じる判決を言い渡した。

２．本件訴訟の原告ら４名は、長年にわたり、三星化学工業株式会社の福井工場で勤務し、

染料の中間体を製造する作業工程において、オルト－トルイジンに曝露された。

　　原告らは、最初の曝露から約 20 年、あるいはそれ以上の期間にわたる曝露を受け、

2015 年以降、相次いで膀胱がんを発症し、いずれも労災認定を受けた。原告らは、入院

して膀胱がんを除去する手術を受けたものの、退院後も、大いに苦痛を伴う検査通院を余

儀なくされ、今尚、膀胱がんが再発するのではないかという不安と恐怖を抱えている。原

告らは、オルト－トルイジンの曝露による膀胱がんの発症について、三星化学工業株式会
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社に安全配慮義務違反があったとして、その責任を追及すべく、2018 年２月 28 日、本件

訴訟を提起した。被告の三星化学工業株式会社は、安全配慮義務違反はなかったと主張し、

徹底して争う姿勢を示した。

３．本判決は、「生命・健康という被害法益の重大性にかんがみ、化学物質による健康被害

が発症し得る環境下において従業員を稼働させる使用者の予見可能性としては、安全性に

疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧であれば足り、必ずしも生命・健康に対する障害の性

質、程度や発症頻度まで具体的に認識する必要はない」として、予見については皮膚吸収

による発がんの可能性の具体的な認識が必要だとした被告の主張を排斥した。そのうえで、

2001 年当時までに、被告が入手していた SDS にはオルト―トルイジンの経皮的暴露によ

る健康障害についての記載があり、工場長が発がん性を認識していたなどとして、予見可

能性を肯定した。被告の結果回避義務については、平成 13 年以後、オルト―トルイジン

に経皮暴露しないよう、不浸透性作業服等の着用や身体付着時の措置についての周知を徹

底させるべき義務があったことを前提に、半袖 T シャツでの作業や身体に付着した場合に

洗い流す運用が徹底されていなかったなど、作業工程を改善しなかったことについ、三星

化学工業株式会社の安全配慮義務違反を認め、その責任を断罪した。本判決は、我が国の

労災事案としては、新しく問題とされるようになった、オルト－トルイジンの曝露と膀胱

がんの発症という類型について、2016 年労災が認められ最終的な法規制が 2019 年によう

やくされた中、それを 2001 年の段階にあっても予見可能性・回避義務があったとして少

なくとも 15 年間責任の発生時期を遡らせたこと、その際、確実とまではいえない発がん

情報であったとしても、企業が有する SDS によって発がんのリスクを知りえたことをもっ

て責任を問える根拠として企業の安全配慮義務違反の責任を認めた点で、画期的と評価で

きる。

４．原告らは、国の規制が遅れたことをもって責任がないと主張してきた三星化学工業株式

会社が本判決の指摘を真摯に受け止めて、今後は二度と労災の被害者を出さないよう、安

全配慮の姿勢に立ち返ることを願うとともに、本判決が全国の化学工場で働く労働者に

とって職業がんの被害を防ぐための警鐘となることを願って、最後まで、たたかい抜く決

意があることを表明するものである。

2021 年５月 11 日

三星化学工業労災事件（損害賠償請求事件）原告ら及び弁護団一同

三星化学膀胱がん裁判
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新型コロナウイルス感染症対策が問題と

なって以来、「テレワーク」という言葉が

一気に普通名詞として存在感を増してい

る。テレワークとは、仕事を労働者の自宅

で行う在宅勤務、所属する事業所外に設け

られたオフィスを利用するサテライトオ

フィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等

を活用して臨機応変に選択した場所で行う

モバイル勤務の３つに分類される。

働き方改革の施策の中で、多様な働き

方としてテレワークを促進するうえで、

2018 年２月に「情報通信技術を利用した

事業場外勤務の適切な導入及び実施のため

のガイドライン」が公表され、労働時間管

理をはじめとした労務管理上の問題につい

ての考え方が示されてきた。しかし新型コ

ロナウイルス感染症対策としてテレワーク

の推進が多くの職場で一気に拡大される状

況となり、その改正の必要性が指摘される

こととなった。

厚生労働省は昨年「これからのテレワー

クの働き方に関する検討会」を設置、昨年

12 月 25 日に報告書が公表された。この

なかで、新たなテレワークガイドラインは、

「使用者が適切な労務管理を行うとともに、

労働者が安心して働くことができるよう、

労務管理全般の記載を追加する等、企業が

良質なテレワークを積極的に導入できるよ

うなものにするべき」とされた。

「つながらない権利」をはっきりと

たとえばこの報告書では、フランスでは

2016 年に、労使交渉においていわゆる「つ

ながらない権利」を労働者が行使する方法

を交渉することとする立法がなされ、「つ

ながらない権利」を定める協定の締結が進

んでいることが紹介されている。働く時間

や場所を有効に活用でき、育児等がしやす

い利点がある反面、生活と仕事の時間の区

切りが難しいという特性に対し、一定の

ルールを設けることが有効とする。連絡し

ない時間を作ることや、時間外の業務連絡

メールへの返信は翌日とするなどの方法が

例示されている。

こうした検討会の報告をもとに、「テレ

ワークの適切な導入及び実施の推進のため

のガイドライン」がこの３月 25日に公表

された。

改正の主なポイントは次のとおり。

・労務管理全般についての記載の追加。

・正規雇用、非正規雇用といった雇用形態

在宅の職場環境も安全衛生法令並みに
新型コロナ対策でテレワークガイドライン改正
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の違いのみを理由にテレワーク対象者か

ら除外することのないよう留意が必要と

記載。

・書類のペーパーレス化の実施等を記載。

・労働時間の把握について、原則的な方法

としてパソコンの使用時間の記録等の客

観的な記録による場合の対応方法や、労

働者の自己申告による把握を行う場合の

対応方法を記載。

・時間外・休日・所定外深夜労働の取扱い

について記載。

・メンタルヘルス対策や作業環境整備等に

当たって事業者・労働者が活用できる分

かりやすいチェックリストを作成。

在宅の作業環境改善も事業者負担で

テレワークにおける安全衛生の確保につ

いては、まず安全衛生関係法令の適用につ

いて、「自宅等においてテレワークを実施

する場合においても、事業者は、これら関

係法令等に基づき、労働者の安全と健康の

確保のための措置を講ずる必要がある。」

とまず法令上の原則を示す。

具体的には雇入れ時やテレワークを初め

て行わせるときなどの作業内容変更時は安

全衛生教育の実施が必要であるし、健康相

談を行う体制、健康診断、過重労働防止の

ための長時間労働者に対する医師による面

接指導など、法令上の事業者に対する義務

規定がある。

テレワークを行う場所が自宅である場

合、その作業環境は事業者の権限が及ばな

いため、事務所衛生基準規則や労働安全衛

生規則及び「情報機器作業における労働衛

生管理のためのガイドライン」が、一般に

は適用されることはない。しかしこれらの

衛生基準と同等の作業環境となるよう、事

業者はテレワークを行う労働者に教育、助

言等を行うことを求める。そのために「自

宅等においてテレワークを行う際の作業環

境を確認するためのチェックリスト（労働

者用）」（後掲）を作成した。チェックリス

トを活用し、作業環境に関する状況の報告

を求めるとともに、必要な場合には、労使

が協力して改善を図ること又は自宅以外の

良好な環境の場所の活用を検討することが

重要としている。

そして、このような取り組みが継続的に

実施されていること及び自宅等の作業環境

が適切に維持されていることをチェックリ

スト（後掲）を活用する等により定期的に

確認することが望ましいとした。

自宅の作業環境を安全衛生対策上、好ま

しいものとするために、必要となる器具等

がある場合には、事業者がその費用を負担

することは、法令上の事業者の義務として

の趣旨からすると当然のこととなるが、労

使の協力の際には当然の前提となる。

またテレワークにおける労災補償につい

ても言及している。

まず、労働契約に基づいて事業主の支配

下にあることによって生じたテレワークに

おける災害は、業務上の災害として労災保

険給付の対象となるという原則を示す。そ

のうえで、使用者は、情報通信機器の使用

状況などの客観的な記録や労働者から申告

（14 ページにつづく）

テレワークガイドライン改正
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法定事項

1　安全衛生管理体制について

（１）　衛生管理者等の選任、安全・衛生委員会等の開催

□ ◎

□ ◎

□

□

（２）　健康相談体制の整備

□

□

□

２　安全衛生教育について

（１）　雇入れ時の安全衛生教育

□ ◎

（２）　作業内容変更時教育

□

（３）　テレワーク中の労働者に対する安全衛生教育

□

３　作業環境

（１）　サテライトオフィス型

□ ◎

（２）　自宅

□

（３）　その他（モバイル勤務等）

□

テレワーク中の労働者に対してオンラインで安全衛生教育を実施する場合には、令和３年１月25日付け基安安
発0125第２号、基安労発0125第１号、基安化発0125第１号「インターネット等を介したｅラーニング等に
より行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」に準じた内容としているか。

労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則の衛生基準と同等の作業環境となっていることを確認した上でサテライ
トオフィス等のテレワーク用の作業場を選定しているか。

別添２のチェックリスト（労働者用）を参考に労働者に自宅の作業環境を確認させ、問題がある場合には労使が
協力して改善に取り組んでいるか。また、改善が困難な場合には適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる場所
で作業を行うことができるよう配慮しているか。

別添２のチェックリスト（労働者用）を参考に適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる場所を選定するよう労
働者に周知しているか。

テレワークを初めて行わせる労働者に対し、作業内容変更時の安全衛生教育を実施し、テレワーク作業時の安全
衛生や健康確保に関する事項を教育しているか。
　※ 作業内容に大幅な変更が生じる場合には、必ず実施してください。

１　このチェックリストは、労働者にテレワークを実施させる事業者が安全衛生上、留意すべき事項を確認する
　際に活用いただくことを目的としています。
２　労働者が安全かつ健康にテレワークを実施する上で重要な事項ですので、全ての項目に☑が付くように努め
　てください。
３　「法定事項」の欄に「◎」が付されている項目については、労働安全衛生関係法令上、事業者に実施が義務
　付けられている事項ですので、不十分な点があれば改善を図ってください。
４　適切な取組が継続的に実施されるよう、このチェックリストを用いた確認を定期的（半年に１回程度）に実
　施し、その結果を衛生委員会等に報告してください。

すべての項目について確認し、当てはまるものに ☑ を付けてください。

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

業種や事業場規模に応じ、必要な管理者等の選任、安全・衛生委員会等が開催されているか。

常時使用する労働者数に基づく事業場規模の判断は、テレワーク中の労働者も含めて行っているか。

衛生管理者等による管理や、安全・衛生委員会等における調査審議は、テレワークが通常の勤務とは異なる点に
留意の上、行っているか。

自宅等における安全衛生上の問題（作業環境の大きな変化や労働者の心身の健康に生じた問題など）を衛生管理
者等が把握するための方法をあらかじめ定めているか。

健康相談を行うことができる体制を整備し、相談窓口や担当者の連絡先を労働者に周知しているか。

健康相談の体制整備については、オンラインなどテレワーク中の労働者が相談しやすい方法で行うことができる
よう配慮しているか。

上司等が労働者の心身の状況やその変化を的確に把握できるような取組を行っているか（定期的なオンライン面
談、会話を伴う方法による日常的な業務指示等）

雇入れ時にテレワークを行わせることが想定されている場合には、雇入れ時の安全衛生教育にテレワーク作業時
の安全衛生や健康確保に関する事項を含めているか。

（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】

1 / 2 ページ
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法定事項項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

４　健康確保対策について

（１）　健康診断

□ ◎

□ ◎

□

（２）　長時間労働者に対する医師の面接指導

□ ◎

□ ◎

□ ◎

□ ◎

（３）　その他（健康保持増進）

□

□

５　メンタルヘルス対策　※ 項目 1(２) 及び 6(1) もメンタルヘルス対策の一環として取り組んでください。

（１）　ストレスチェック

□ ◎

□

□

（２）　心の健康づくり

□

６　その他

（１）　コミュニケーションの活性化

□

（２）　緊急連絡体制

□
災害発生時や業務上の緊急事態が発生した場合の連絡体制を構築し、テレワークを行う労働者に周知している
か。

※　ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なる
ことに留意した上で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

ストレスチェックを定期的に実施し、結果を労働者に通知しているか。また、希望者の申し出があった場合に面
接指導を実施しているか。（労働者数50人未満の場合は努力義務）
※面接指導をオンラインで実施する場合には、４（２）４ポツ目についても確認。

テレワーク中の労働者が時期を逸することなく、ストレスチェックや面接指導を受けることができるよう、配慮
しているか。（メールやオンラインによる実施等）

ストレスチェック結果の集団分析は、テレワークが通常の勤務と異なることに留意した上で行っているか。

メンタルヘルス指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なることに留意した上で策定され、当該計
画に基づき計画的な取組を実施しているか。

同僚とのコミュニケーション、日常的な業務相談や業務指導等を円滑に行うための取組がなされているか。（定
期的・日常的なオンラインミーティングの実施等）

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指
導を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。（労
働者が健診機関を選択できるようにする等）

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して
状況を通知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施し
ているか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医
師に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施している
か。なお、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１
項、第66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面接
指導の実施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

R３.3.25版

記 入 日 ：令和 年 月 日

記入者職氏名：

2 / 2 ページ
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1　作業場所やその周辺の状況について

□

【観点】
・作業の際に手足を伸ばせる空間があるか。
・静的筋緊張や長時間の拘束姿勢、上肢の反復作業などに伴う疲労やストレスの解消のために、体操やストレッチを適切に行う
ことができる空間があるか。
・物が密集している等、窮屈に感じないか。

□

【観点】
・眼、肩、腕、腰に負担がかからないような無理のない姿勢で作業を行うことができるか。

□

【観点】
・つまづく恐れのある障害物、畳やカーペットの継ぎ目、電源コード等はないか。
・床に書類が散らばっていないか。
・作業場所やその周辺について、すべり等の危険のない、安全な状態としているか。

□

【観点】
・電気コード、プラグ、コンセント、配電盤は良好な状態にあるか。配線が損傷している箇所はないか。
・地震の際などに物の落下や家具の転倒が起こらないよう、必要な措置を講じているか。

２　作業環境の明るさや温度等について

□

【観点】
・室の照明で不十分な場合は、卓上照明等を用いて適切な明るさにしているか。
・作業に使用する書類を支障なく読むことができるか。
・光源から受けるギラギラしたまぶしさ（グレア）を防止するためにディスプレイの設置位置などを工夫しているか。

□

□

【観点】
・エアコンは故障していないか。
・窓は開放することができるか。

□

□

【観点】
・テレビ会議等の音声が聞き取れるか。
・騒音等により著しく集中力を欠くようなことがないか。

３　休憩等について

□

4　その他

□

（２）　作業の際に、窓の開閉や換気設備の活用により、空気の入れ換えを行っているか。

（３）　作業に適した温湿度への調整のために、冷房、暖房、通風等の適当な措置を講ずることができるか。

（５）　作業に支障を及ぼすような騒音等がない状況となっているか。

（１）　作業中に、水分補給、休憩（トイレ含む）を行う事ができる環境となっているか。

※　ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。

（４）　石油ストーブなどの燃焼器具を使用する時は、適切に換気・点検を行っているか。

（１）　自宅の作業環境に大きな変化が生じた場合や心身の健康に問題を感じた場合に相談する窓口
　　　や担当者の連絡先は把握しているか。

（１）　作業を行うのに支障ない十分な明るさがあるか。

１　このチェックリストは、自宅等においてテレワークを行う際の作業環境について、テレワークを行う労働
  者本人が確認する際に活用いただくことを目的としています。
２　確認した結果、すべての項目に☑が付くように、不十分な点があれば事業者と話し合って改善を図るなどに
  より、適切な環境下でテレワークを行うようにしましょう。

すべての項目について【観点】を参考にしながら作業環境を確認し、当てはまるものに ☑ を付けてください。

（１）　作業等を行うのに十分な空間が確保されているか。

（２）　無理のない姿勢で作業ができるように、机、椅子や、ディスプレイ、キーボード、マウス等
　　　について適切に配置しているか。

（３）　作業中に転倒することがないよう整理整頓されているか。

（４）　その他事故を防止するための措置は講じられているか。

（別紙２）自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】

記 入 日 ：令和 年 月 日

記入者職氏名：

R３.3.25版

1 / 1 ページ
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死ぬまで元気です

　Vol.36　右田 孝雄

皆さま、お元気ですか？私は相変わらず

元気ですが、実は正直ちょっと心配事があ

りまして…。

先日、一カ月ぶりに抗がん剤投薬のため

に病院へ行ったのですが、そこで行なった

血液検査で気になることがありました。血

液検査は毎回行います。その中で私が毎回

気にしているのは「メソテリン」という

項目です。「メソテリン」とは、可溶性メ

ソテリン関連ペプチド（SMRP）というも

ので、中皮細胞に存在し、中皮腫や卵巣

癌、肺がんで発現が亢進すると言われてい

ます。健康体の数値は 1.5 未満とされてい

ます。私にとってはこの数値が結構目安に

なっています。

この数値、罹患直後は 3.5 くらいでした

が、抗がん剤を投薬中には最高 1.9 まで下

がり、その後抗がん剤を休止し経過観察中

は常に 2.0 前後を記録していました。しか

しその経過観察も一年が経過すると、この

メソテリンの数値があれよあれよと 3.7 ま

で上がっていったのでした。主治医は参考

程度にと申しましたが、この時から私はこ

の数値をある程度アテにしていました。そ

の後はメソテリンの数値が私にとってのバ

ロメータとなっていたんです。抗がん剤投

薬中はその数値は私の期待通りに下がり続

けてきたんです。逆に副作用の治療中等で

休薬中の際は確実にメソテリンが上がって

行ったんです。

そして先日病院に行った時のこと、血液

検査でメソテリンを図った際、前回は 2.4

だった数値が抗がん剤投薬中に初めて 2.8

へ上がったのです。これは私が推測するに、

抗がん剤のアリムタにとうとう耐性ができ

たか、最近ストレスを抱える出来事があっ

たのでそのための一過性のものなのかと

思ったのです。しかし、主治医はやはりこ

の数値の上昇に、とうとう来たかというよ

うな不安そうな顔で私を見ました。「こう

なると楽観視はできへんなあ」という主治

医の言葉に苦笑いしながらも、今回ばかり

はマジヤバいかもと思っている次第です。

今は新型コロナウィルスで不要不急の外

出も自粛中、ここ最近は ZOOM会議ばか

りで身体も鈍ってきています。抵抗力も免

疫も体力勝負なところがあります。美味し

いものをしっかり食べて栄養付けて、次の

一手を考えたいと思います。

コロナといえば、早くワクチンを打ちた

いと思っています。知り合いの中にはワク

チンを頑なに拒む患者さんもいますが、知
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り合いの医師に聞いたところによると、ワ

クチンをしないメリットはないと言ってい

ました。もちろん私もそう思います。一緒

に住んでいる両親を危険に晒す訳にはいき

ません。一日も早いワクチン接種を望みま

す。

された時間の記録を適切に保存するととも

に、労働者が負傷した場合の災害発生状況

等について、使用者や医療機関等が正確に

把握できるよう、当該状況等を可能な限り

記録しておくことを労働者に対して周知す

ることが望ましいとする。

必要な事業者責任の強調

うまくテレワークという働き方を活用す

れば、職種によってはとても効率的でワー

クライフバランスも保てる働き方ができる

だろう。しかし一方で、仕事と私的な時間

が混同され、場合によっては事業者側の都

合のみならず、労働者自らの都合によって

深夜労働が繰り返されたり、超長時間労働

になってしまうこともありそうだ。そのた

めには、働く場所に関わらず、労働安全衛

生法令における事業者責任を強調する必要

があるといえる。その意味でも、このガイ

ドラインとチェックリストの活用を進めて

いく必要があるだろう。

（９ページのつづき）

ルポ東尋坊
生活保護で自殺をとめる
下地　毅　著

緑風出版／四六判上製／ 328 頁／ 2400 円

東尋坊の断崖をさまよい、眼下の海をのぞいて立
ちすくみ、身を投げ出そうとする自殺企図者……そ
うした人を見つけるや体を張って止めに入る「NGO
月光仮面」。断崖の自殺防止パトロールだけではな
く、命以外のすべてを失っている人に、生活保護の
申請を援助し、住む場所と日々の食事を用意し、自
立を促す「NGO月光仮面」の活動。
　「NGO 月光仮面」は、生活保護申請を様々な
手口で受け付けない行政と年間１万人を超える人
間を自殺に追いやる冷酷な日本国に立ち向かう！
（2021.1）
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韓国からの
ニュース
■「肺がんで死亡」給食労働者に初の産災認
定／ 12年間天ぷら・炒めもの
民主労総サービス連盟全国学校非正規職労

組 ( 学非労組 ) は 6日、「2018 年に肺がんで

死亡した給食労働者のＡさん (54 才 ) に対し

て、勤労福祉公団職業環境研究院の業務上疾

病審議委員会が、２月 23日に業務上疾病と

認定した」と明らかにした。

学非労組によれば、2005 年から 2017 年

２月まで、水原のある中学校で調理実務士と

して働いたＡさんは、2017 年４月に肺がん

３期の判定を受けた。１年間の闘病生活の後

に亡くなったＡさんの他にも、この学校では

2016 年６月から 2017 年５月までに、調理

実務士３人が嘔吐と目まいを訴えたという。

うち、2017 年５月に給食室で倒れたＢさん

(52) も、昨年３月に換気など作業環境と高

い労働強度などによる脳出血で、産業災害を

承認された。

学非労組は、天ぷら、炒めものなど、料理

の過程で出る有害物質が、給食室の「集団産

業災害」との関連が強いと主張した。労組が

公開した資料によると、業務上疾病審議委員

会は「12 年間調理実務士として働いて、肺

がんの危険度を高める高温の天ぷら、炒めも

の、焼き物料理から発生する料理ヒュームに

低くないレベルでばく露した」と、Ａさんの

業務上疾病認定の理由を説明した。

料理ヒュームは 230 度以上の高温状態で

油を使った加熱作業をする時、脂肪などが分

解されて排出される物質だ。職業環境専門医

でヒャンナム健康医院のイ・ソンウン院長

は「国際癌研究所 (IARC) は 2010 年に、料

理ヒュームを肺がんの危険要因として明示し

た」とし、「短時間の内に、大人数の天ぷら

などの料理が行われ、換気機能が充分でない

給食室は、料理ヒュームへのばく露に脆弱な

環境と推定される」と話した。

労組は再発防止のために、全国の学校給食

室の空気循環装置に対する全数調査を要求す

る一方、法的に義務化された産業安全保健委

員会を設置しなかった教育部と、忠南・慶南・

全北・蔚山・慶北教育庁など６ヶ所を、近く

産業安全保健法違反の疑惑で告訴・告発する

ことにした。2021 年４月６日　ハンギョレ

新聞　ソン・タムン記者

■「自殺まで考えた」危険な居宅訪問労働者
2017 年６月に忠州市のあるワンルームで

インターネット設置技士が刃物で刺されて亡

くなる事件があった。殺害したのは彼を呼ん

だ顧客だった。インターネットの速度が遅い

ことに不満を抱き、点検に訪ねてきた技士を

殺害した。警察の捜査で妄想障害を病んでい

ると明らかになった彼は、「インターネット

の修理に家に誰がこようが、殺害しようと決

めていた」と話した。

インターネット修理技士のように、顧客の

家を訪問してサービスを提供する居宅訪問労

働者の７割が、顧客からの不当な扱いを経験

したことが分かった。感情を毀損された経験

は健康上の問題につながった。この内 41%

が「自殺」を考えたと調査された。

国家人権委員会は８日「居宅訪問労働者の

人権状況実態調査」の結果を発表。人権委は

「顧客の家という私的な空間で、主に一人で

仕事をしなければならない労働属性と非正規

職という不安定な雇用形態にある居宅訪問労
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働者は、過度な暴言とセクハラに遭って、健

康権と安全権に深刻な脅威を感じている」と

明らかにした。人権委の研究委託を受けた韓

国非正規労働センターは、昨年４月から 10

月まで、居宅訪問労働者 796 人の実態を調

査した。調査対象職種は通信設置と修理技士・

ガス安全点検員・上水道計器検針員・在宅療

養保護師・訪問看護師・多文化居宅訪問教育

指導師・統合事例管理師だ。

調査の結果、74.2% が顧客から不当な扱

いを経験した。△いじめ目的の遅い時間の

電話 (48.8%)、△深夜の時間帯に業務を要

求 (47.2%)、△事業主や職場に不当な苦情

を提起 (43.4%) が多かった。△身体的暴力

(25.9%)、△セクハラ (22.1%) を経験した訪

問労働者も 10人中２人以上だった。

その結果、訪問労働者の４割が極端な選

択（自殺）を考えたことがあることが明らか

になった。業種別では、通信設置と修理技士

(49.8%)・裁可療養保護師 (45.5%)・契機検

針員 (36.7%) の順に高く現れた。最近１年内

に自殺を考えたことがあるという訪問労働者

も全体の 20.3% を占めた。2021 年４月９日　

毎日労働ニュース　キム・ミヨン記者

■アザができた足、曲がった指「私は、労働
者です」
サービス連盟が 15日、徳寿宮の石垣道で

「労働者健康権争奪闘争の月」に合わせて労

働安全写真展を開催した。宅配・学校給食・

デパート・マート配送・家電訪問サービス労

働者の作業環境と、働いている姿をカメラに

収めた。労働が労働者の身体に残した傷と病

気も表現した。繰り返し腕を使う作業が多い

調理の労働者は指が曲がった。一日中立って

働く販売労働者の足は、足の指が曲がってア

ザがいっぱいだ。サービス連盟は産災保険が

適用されないオンライン配送労働者や、業務

上疾病の認定範囲拡大のために、4月一ヶ月

間に実態調査などの闘いを行う計画だ。2021

年４月 16 日　毎日労働ニュース　チョン・

ソヒ記者

■大法院「サムソン電子、作業環境測定報告
書公開せよ」
パノリムによれば、大法院二部は14日、イ・

ジョンラン公認労務士 ( パノリム ) が中央行

政審判委員会を相手に提起した、情報公開決

定取り消し裁決の取り消しを求めた訴訟の上

告審で、「工程と部署名を公開せよ」という、

原告一部勝訴判決を行った。作業環境測定対

象の有害物質が、どの工程、どんな作業場所

から出たかを公開せよという決定だ。

事件の始まりは、2014 年 10 月に、サム

ソン電子半導体職業病被害遺家族とパノリム

が雇用労働部に提起した、「サムソン半導体

温陽工場の作業環境測定結果報告書の情報公

開請求」だ。労働部が全てに非公開の決定を

行って、訴訟に繫がった。2017 年に、大田

地方法院は労働部に軍配を挙げたが、2018

年に、大田高等法院は遺族を支持した。サム

ソン電子温陽工場の作業環境測定報告書の

内、個人情報に該当する部分だけを除いて、

全てを公開せよという判決だ。法院の決定を

受け容れた労働部は、「安全保健資料情報公
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開請求処理指針」を改正した。産業災害の申

請者だけでなく、第三者も情報公開請求に

よって安全保健資料を見ることができるよう

にしたのだ。

これに、サムソンは「営業機密の流出」と

して反発、サムソンは生産ラインの配置図と、

工程で使われる化学製品の内訳などが含まれ

ており、主な半導体製品の生産に関連した営

業秘密だと主張し、2018 年３月、産業通商

資源部に、作業環境測定報告書に含まれた化

学製品名と工程名を、「国家核心技術」とし

て判定することを要求し、政府はこれを受け

容れた。続いて、国民権益委員会傘下の中央

行政審判委員会も、サムソン半導体工場 ( 温

陽・器興・華城・平澤 ) と携帯電話工場 ( 亀尾 )

の作業環境測定報告書の情報公開執行停止申

請を受け容れた。2019 年８月、国会は国家

核心技術は最初から非公開にする「産業技術

の流出防止および保護に関する法律」( 産業

技術保護法)を改正した。産業技術保護法は、

「労働者の知る権利の破壊」という批判の中

で、現在、憲法裁判所に違憲訴訟が係留中だ。

大法院の今回の判決は、パノリムが中央行

政審判上の非公開裁決を取り消して欲しいと

して提起した訴訟の結論だ。二審の法院は「ラ

イン・フロア・ベイ (Bay) 情報を除いた工程

名だけを公開する場合、他の情報との組み合

せの可能性はなく、工程名だけでは工程の順

序と面積の配置などを計算することも難し

く、競争業者としては、サムソンの工程、配

置の方式を類推できないものと見られる」と

して、「測定対象工程」と「部署または工程名」

の公開を決定した。大法院はこの二審の判断

をそのまま認容した。2021 年４月 20 日　毎

日労働ニュース　キム・ミヨン記者

■今年最悪の殺人企業は「利川火災惨事」の

ハンエクスプレス
労働健康連帯と民主労総、毎日労働ニュー

スなどで構成された「産業災害死亡対策準備

共同キャンペーン団」が、「2021 年最悪の

殺人企業」に流通・物流企業のハンエクスプ

レスを選定した。ハンエクスプレスは、昨年

労働者 38人が火災惨事で死亡した利川物流

倉庫の発注者だ。キャンペーン団は「ハンエ

クスプレスが、無理に工事期間を短縮させよ

うと、爆発の危険がある作業を同時にするよ

うに強制し、結露を防ぐためにと緊急脱出で

きる避難路も塞いで、大惨事をもたらした」

と指摘した。

この他に、オトゥギ物流サービスとポスコ

( 各５人 )、GS・創成・現代建設と現代重工

業 ( 各４人 )、SK・斗山・大宇建設と錦湖産

業、オレンジエンジニアリング、現代エレベー

ター ( 各３人 ) が、最悪の殺人企業の名簿に

挙げられた。死亡者のほとんどは下請け業者

の職員だった。

キャンペーン団が反復的な産業災害死亡の

原因を明らかにするために授ける「特別賞」

は、クパンが受けた。キャンペーン団は「ク

パンが巨大企業に成長していく過程で、去年

だけで４人の労働者が過労で亡くなった。」

「昨年だけで 239 件の産業災害申請があり、

119 救急車が 77回も出動しなければならな

い程、労働者が負傷し、病気に罹って亡くなっ

た。クパン物流センターでは、労働者同士が、

防疫が不備な現場で足りない防寒服を着廻

しして働き、家族を含む 152 人がコロナ 19

に集団感染したこともあった」と指摘した。
2021 年４月 28 日　ハンギョレ新聞　シン・

ダウン記者　	 	 （翻訳：中村猛）
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70歳代後半で中皮腫発症
の男性に労災認定
石綿管工場→左官工 大　阪

胸膜・腹膜中皮腫を

2019 年秋に発症し、2020

年 2月に亡くなられたＭさ

ん（享年 78 歳）の労災請

求が 2020 年 12 月下旬に

認められた。

2019 年年末に家族より

電話相談があり、年明け

早々にご本人と家族に面談

し、職歴病歴をお聞きした

ところ、11 月から入院と

なり手術不能と判断され、

容体が相当悪化していた。

年が明けて転院となり、転

院先にて治療のかいなく 2

月はじめに亡くなられた。

ご本人とご家族からの聞

き取りや年金記録から、ア

スベストばく露職歴が明ら

かになった。

Ｍさんは二十歳前に九州

の郷里から関西に出てこら

れ石綿管工場構内下請企業

Ａでの雇用歴が確認され

た。石綿管を電動カッター

で切断する作業などを防護

マスクなしで行っていたと

のことであった。

Ａにて数年就労した後、

左官工として長年建設現場

で働いた。所持されていた

賃金記録では滋賀県内の左

官業者での 2013 年の支払

い明細が確認された。左官

工は建設現場の代表的なア

スベストばく露職種だ。

複数のアスベスト職歴が

確認されたが、年金記録が

明確なＡを所轄するＢ労基

署にとりあえず労災請求を

行い、迅速な調査開始を求

めた。ご本人の容体が予断

を許さないためだ。

Ｂ労基署は、Ａに関する

ものとともに、左官工とし

て雇用されていた豊中市内

の業者関係者Ｃも調査対象

とし、その結果、Ｃにおけ

る左官職歴が確認できる最

終石綿ばく露職歴と判断

し、Ｃを所管する大阪市内

のＤ労基署に書類を移送す

ることとなった。

Ｄ労基署に送られた書類

は、いったん大阪労働局内

の高度労災補償調査セン

ター（略称アーク＝ＡＲＣ）

にまわり、ＡＲＣによる調

査の結果、業務上決定がさ

れたのが、2020 年 12 月下

旬となった。この間、石綿

救済法の救済給付が決定さ

れていたため、各労災補償

給付決定後の給付返還手続

きなどをご遺族が行ってい

る。

支給決定までの過程にお

いて問題となったのは、Ａ

を最終石綿ばく露職歴とす

るのか、そのあとの左官職

歴を最終石綿ばく露職歴と

するのかということであっ

た。

当初請求を受け付けたＢ

労基署はＡを最終石綿ばく

露職歴として処理を行うと

の意向であった。しかし、

それでは、若年時最終職歴

となり平均賃金が不当に低

く決定されることになりか

ねないということと、そも

そも事実にもとるという観

点から、事実にもとづく処

理をＢ労基署に求めて、最

終的にＤ労基署への移送と

なったのだった。

労災請求にあたっては注

意をしなければならない点

の一つだ。
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4月の新聞記事から
4/2 京都府久御山町の臨床検査受託会社に勤めて

いた男性（44）が自殺したのは、過重労働や上司の
パワハラが原因だったとして、男性の母親が、同社
と上司を相手取り、約８千万円の損害賠償を求める
訴えを京都地裁に起こした。男性は同社の本社検査
部臨床血液課で検査業務などに従事。2017 年６月に
同課課長に就任したが、同年 11 月、業務量の増加や
上司のパワハラに苦しむ心境を遺書に記して自殺し
た。亡くなる直前は月 100 時間超の時間外労働が発
生し、うつ状態になっていたと推認されるとして労
災認定を受けた。

4/6 会社で本人の了解なく性的指向や性自認を暴
露するアウティングをされたとして、都内の保険代
理店に勤務していた 20 代男性が団体交渉で謝罪や賠
償などを求めていた事件で、会社側が謝罪し解決金
を支払うことなどで和解が成立した。和解は 2020 年
10 月 29 日付。会社側は、今後アウティングの再発防
止のための社員教育を実施し、労災申請に協力する。

  英オックスフォード大学の精神科医などの
研究チームは、新型コロナウイルス感染症から回復
した患者の３人に１人が６カ月以内に精神・神経疾
患を発症しているとの研究結果を発表した。研究で
は米国を中心にコロナ患者 23 万 6379 人の診療デー
タを分析し、そのうち 34％が６カ月以内に精神・神
経疾患を発症。論文は医学誌「ランセット精神医学」
に掲載された。

4/12 「ラーメン山岡家」の店長だった男性（50）
が 2017 年５月に自殺したのは、過労が原因だったと
して、遺族が運営会社（札幌市）に、慰謝料や逸失
利益など約 1 億 1000 万円の損害賠償を求めた裁判で、
和解が成立した。3 月 30 日付け。和解には、勤務間
のインターバル制度や、健康診断の実施など、具体
的な対策が盛り込まれた。名古屋市の店で店長とし
て働いていた黒田友康さんは、2015 年 10 月 19 日、
勤務中に脳内出血とくも膜下出血を発症し、重度の
右半身麻痺と失語症となり、障害等級１級と診断さ
れ、2017 年５月 20 日に自殺した。名古屋南労基署
は 2018 年３月労災を認めた。

4/14 原子力規制委員会は定例会合で、東京電力柏
崎刈羽原発（新潟県）の運転禁止命令を正式決定した。
核物質防護不備を巡り、原子炉等規制法に基づき同
原発での核燃料の移動を禁じる是正措置命令を出す。
命令によって、東電は同原発への新燃料の搬入や、
原子炉への燃料装填などができなくなる。商業炉に
対する規制委の措置命令は初めて。

4/19 労災保険の特別加入の対象が 2021 年４月１
日より拡大し、芸能関係作業従事者やアニメーショ
ン制作の作業従事者が新たに加わった。

4/23 運送会社の取締役だった男性（60）が脳出血
を発症したことについて、「名ばかり取締役」だった
として、長時間労働が原因の労災と認められた。最
長で月 220 時間を超える残業があった。男性は、会
社に約 7500 万円の損害賠償と、労働者としての地
位確認を求めて東京地裁に提訴した。男性は千代田
運送（千葉県松戸市）に 1988 年に入社、99 年に取
締役として登記され、 2015 年２月に脳出血を発症し、

その後、取締役を退任、2016 年８月で退職した。
4/26 経営破綻した建材メーカーが 2000 ～ 02 年、

アスベストを含まない建材として販売した成形板の
加工製品から昨秋、石綿が検出され、これが約 10 万
枚流通した可能性があることが分かった。販売した
のは 02 年に破綻した北九州市の段谷産業。

  持病でマスクを着用できないことを理由に
上司からパワハラを受けたとして、郵便局に勤務す
る男性が当時の上司２人と日本郵便を相手に慰謝料
など約 300 万円を求め提訴した。大阪府豊中市の郵
便局で勤務する米倉諒太さんは、ぜんそくなどが原
因でマスクをつけると息苦しくなり、マスクの着用
が難しい状態だった。しかし去年４月以降、当時の
上司は理由を聞くことなくマスク着用を強く要求し、
その結果、マスクを着けて勤務した米倉さんは低酸
素脳症を起こし、職場で意識を失った。

4/27 全国労働安全衛生センター連絡会議は、業
務で新型コロナウイルスに感染した労働者が症状
の長期化で療養中、労災保険の休業補償給付が一
時的に支給停止となるケースがあることを明らか
にした。愛知県在住の女性２人で、70 代の介護職
員の女性は 2020 年７月に感染が分かり入院した
が、10 月と 11 月の２回、コロナ感染後の気分の
落ち込みを理由に心療内科を受診。精神障害の受
診の調査のため、11 月 19 日以降の給付が止まっ
た。 ま た 40 代 の 病 院 事 務 員 の 女 性 は 昨 年 ８ 月 に
陽 性 と 判 明 し て 入 院 し、 ９ 月 24 日 以 降、 微 熱 や
倦怠感が続き、通院しながら短時間の出勤と欠勤
を繰り返した後、再び休業し、今年３月に雇い止
めになった。女性は９月 24 日以降の休業分停止。

「 遅 延 す れ ば、 生 活 に 大 き な 影 響 が 出 る。 運 用 を
見直すべきだ」と指摘した。

  上司から性的指向を勝手にアウティングされ
たことが理由で精神疾患になり休職に追い込まれた
として、東京都豊島区の会社に勤務していた 20 代男
性が、池袋労働基準監督署に労災申請した。アウティ
ングは労災認定基準に明確な位置付けがない。男性
は昨年６月、アウティングを禁止する豊島区の条例
に基づく申し立てをし、会社側と交渉して、昨年 10 月、
会社側がアウティングを認めて和解した。

4/28  作業中の事故で左目を失明し、２年後に発症
した精神疾患もこの事故が原因だったとして、愛知
県一宮市の男性が労災保険の休業補償を不支給とし
た国の処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名
古屋高裁は、請求を棄却した１審の名古屋地裁判決
を変更し、処分を取り消した。男性は同市内の自動
車部品製造会社で働いていた岩永純弘さんで、12 年
10 月に作業中の事故で左目に重傷を負い失明状態と
なり、事故から２年後の 14 年 10 月にうつ病などの
精神疾患と診断された。

4/30  労働者災害補償保険の充実を図る特別法「労
工職業災害保険・保護法」が、台湾で公布された。
同法は、労工保険（労働保険）条例で規定する職業
災害保険（労災保険）と、被保険者の権利について
定めた職業災害労工保護法を統合した特別法。今月
23 日に立法院（国会）で可決された。
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